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い
ず
れ
の
日
も
、

①
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

 

（
90
分
）

②
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

 

（
90
分
）

○
定
員

　
各
回
30
名

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
事
前
予
約
制
で

す
。
詳
細
は
特
設
サ
イ
ト
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
古
河
税
務
署
　
法
人
課
税
第
一
部
門

　
☎
（32）
４
２
２
２

　
国
土
交
通
省
で
は
、
地
域
と
と
も
に

河
川
を
守
り
育
む
観
点
か
ら
、
河
川

愛
護
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

○
活
動
内
容

　
日
常
生
活
の
範
囲
内
で
知
り
得
た

河
川
の
情
報
を
河
川
管
理
者
に
連

絡
す
る
こ
と

○
期
間

　
令
和
６
年
７
月
１
日
～

　
令
和
８
年
６
月
30
日
（
２
年
間
）

○
対
象
河
川

　
利
根
川
、
渡
良
瀬
川
（
遊
水
地
を

含
む
）
、
思
川
、
⻤
怒
川

○
応
募
資
格

　
右
記
対
象
河
川
付
近
に
住
む
満
20

歳
以
上
の
方

○
手
当
　
支
給
（
予
定
）

○
応
募
期
限
　
５
月
７
日
㈫

○
応
募
要
項

　
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載

○
お
問
い
合
わ
せ

　
国
土
交
通
省 

利
根
川
上
流
河
川
事

務
所 

占
用
調
整
課

　
☎
０
４
８
０
（52）
３
９
６
０

　
協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
の
方
や
家
族

（
被
扶
養
者
）
の
方
が
、
保
険
証
を
使

用
で
き
る
の
は
退
職
日
ま
で
で
す
。
ま

た
、
家
族
（
被
扶
養
者
）
が
、
就
職
な

ど
で
扶
養
か
ら
外
れ
る
場
合
は
、
扶
養

か
ら
外
れ
た
日
よ
り
保
険
証
を
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
退
職
後
や
扶
養
か
ら
外
れ
た
日
以

降
に
保
険
証
を
使
用
し
て
し
ま
う
と
、

後
日
、
本
人
（
被
保
険
者
）
に
医
療
費

（
協
会
け
ん
ぽ
の
負
担
分
＝
総
医
療
費

の
７
～
８
割
）
を
返
還
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
お
勤
め
の
会
社
を
退
職

さ
れ
る
場
合
や
扶
養
か
ら
外
れ
る
際

は
、
必
ず
保
険
証
を
速
や
か
に
会
社
へ

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
協
会
け
ん
ぽ
茨
城
支
部

　
☎
０
２
９
（
３
０
３
）
１
５
０
０

  

（
音
声
案
内
４
番
）

い
る
方
が
自
動
車
を
変
更
す
る
場
合

も
、
県
税
事
務
所
で
再
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
県
税
事
務
所
収
税
第
一
課

　
☎
０
２
９
６
（24）
９
１
９
０

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
法
案
が
成

立
・
施
行
さ
れ
た
場
合
、
６
月
か
ら
定

額
減
税
（
源
泉
所
得
税
関
係
）
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
源
泉
徴
収

義
務
者
向
け
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

　
説
明
会
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上

映
を
中
心
に
制
度
の
概
要
お
よ
び
事

務
手
続
き
に
つ
い
て
説
明
す
る
予
定

で
す
。

　
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
定

額
減
税
制
度
に
係
る
各
種
情
報
を
掲

載
（
掲
載
情
報
は
随
時
更
新
）
し
て
い

る
「
定
額
減
税
特
設
サ
イ
ト
」
が
開
設

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

　
当
該
特
設
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
説

明
会
で
使
用
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
同
じ
内

容
の
動
画
を
配
信
し
ま
す
の
で
、
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

○
会
場
　
古
河
税
務
署
　
会
議
室

○
日
時
　
４
月
９
日
㈫
・
22
日
㈪

　
　
　
　
５
月
９
日
㈭
・
17
日
㈮

  

（
古
河
市
仁
連
２
０
６
５
）

○
料
金
　
無
料

○
お
申
し
込
み

　
４
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
い
ば
ら

き
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
受
付
。

※
電
子
申
請
に
よ
る
お
申
込
み
が
難
し

い
場
合
に
は
、
お
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
住
宅
課

　
民
間
住
宅
・
住
宅
指
導
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
４
７
５
５

　
茨
城
県
で
は
、
障
が
い
者
手
帳
の
発

行
を
受
け
て
い
る
な
ど
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
自
動

車
税
を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。

　
減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
は
、

障
害
を
お
持
ち
の
方
１
人
に
つ
き
１

台
（
軽
自
動
車
を
含
む
）
で
す
。

　
自
動
車
税
の
減
免
申
請
の
期
限

は
、
５
月
31
日
㈮
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ

い
て
は
事
前
に
県
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
す
で
に
減
免
を
受
け
て

　
就
職
し
て
も
す
ぐ
や
め
て
し
ま
う

方
、
一
人
で
就
活
す
る
の
に
不
安
を
お

持
ち
の
方
、
勇
気
を
出
し
て
相
談
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時
　

　
４
月
９
日
㈫
・
５
月
14
日
㈫

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

※
前
日
ま
で
予
約
制

○
場
所

　
多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー
　
相
談
室

○
対
象

　
15
歳
～
49
歳
ま
で
の
方

　
ま
た
は
保
護
者
・
関
係
者

○
お
問
い
合
わ
せ

　
厚
生
労
働
省
委
託
事
業

　
い
ば
ら
き
県
西

　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
☎
０
２
９
６
（54）
６
０
１
２

　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
疑
問
・
質

問
に
、
建
築
士
が
お
答
え
し
ま
す
。

　
詳
細
・
ご
予
約
に
つ
い
て
は
、
県
住

宅
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
５
月
17
日
㈮

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

○
場
所

　
古
河
市
役
所
三
和
庁
舎
３
階

　
会
議
室
Ａ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税
の
減
免
申
請

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
の
募
集

就
職
に
関
す
る
無
料
相
談
会

住
ま
い
の
相
談
会
開
催

（
予
約
制
）

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
証
が
使
用

で
き
る
の
は
退
職
日
ま
で
で
す


